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Air ソーラー社会実装推進事業助成金交付要綱 

 
（制定）令和６年７月 11 日付６都環公地温第 1810 号 
（改正）令和６年 9 月 24 日付６都環公地温第 3381 号 
（改正）令和７年３月 31 日付６都環公地温第 6535 号 
（改正）令和７年５月 15 日付７都環公地温第 1213 号 
（改正）令和７年 11月 19 日付７都環公地温第 4761 号 

 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、Airソーラー社会実装推進事業実施要綱（令和７年３月11日付６環気計第1212
号。以下「実施要綱」という。）第６ １に基づき、公益財団法人東京都環境公社（以下「公社」
という。）が東京都（以下「都」という。）の補助を受け事務を執行するAirソーラー社会実装推
進事業（以下「本事業」という。）の助成金（以下「本助成金」という。）の交付等に関する必
要な手続等を定め、本事業の適正かつ確実な執行を図ることを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語の定義は、特段の定めがある場合を除き実施要綱において
使用する用語の例による。 

 
（助成対象事業） 
第３条 本助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、実施要綱第４ ２（２）
に規定する事業であって、次の要件を全て満たすものとする。 
一 都の地域特性を踏まえ、都内での Air ソーラーの普及に向けた課題抽出及び効果検証を行う
ものであること。 

二 発電効率や発電量、耐久性等の効果検証項目を適切に設定し、当初想定との乖離やその原因
等について分析を行うとともに、可能な限り公表するものであること。 

三 助成対象事業の成果を都内で引き続き活用し、かつ、都内での早期社会実装に向けて取り組
む計画を有すること。 

四 事業者が助成対象事業に係る研究開発計画、事業戦略・事業計画及び推進体制等に対する具
体的計画を有し、その実施に必要な能力を国内に有すること。 

五 事業者が助成対象事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十
分な経理的基礎を有すること。 

六 事業者が助成対象事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有
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すること。 
七 令和９年１月８日までに完了するものであること。 

 
（助成対象事業者） 
第４条 本助成金の交付対象となる者（以下「助成対象事業者」という。）は、実施要綱第４ ２
（１）に規定する者であって、かつ前条に規定する助成対象事業を実施するものとする。ただ
し、次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、助成対象事業者としない。 
一 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。）
第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

二 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団
関係者をいう。以下同じ。） 

三 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等
に該当する者 

四 税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けている者その他の公的資金の交付先として社会
通念上適切でないと認められる者 

五 民事再生法（平成11年法律第225号）又は会社更生法（平成14年法律第154号）による申立
て等、前条に定める助成対象事業の継続性について不確実な状況が存在する者 

六 法令に基づく必要な許可の取得又は届出がなされていない者 
 
（助成対象経費） 
第５条 本助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、実施要綱第４ ２（３）
に規定する経費であって、次の各号のいずれにも適合するものとする。なお、人件費については、別
表第１のとおりとする。 
一 助成対象事業を実施するための直接的かつ必要最小限の経費 
二 助成期間内に契約、取得、実施及び支払が完了する経費 
三 助成対象の使途、単価、規模などの確認が可能、かつ本事業に係るものとして明確に区別
できる経費 

四 財産取得に該当する場合は、申請者に所有権が帰属するものに関する経費 
２ 前項に規定にかかわらず、次に掲げる経費は助成対象としない。 
一 第８条第１項の規定により公社が交付決定した日の前に着手及び契約締結したものに係る
経費 

二 過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外において
使用することを目的としたものに要する経費 

３ 助成対象経費の中に助成対象事業者の自社製品の調達分又は助成対象事業者の関連会社等からの
調達分がある場合は、本助成金の交付の目的に鑑み、利益等排除を行った経費を助成対象経費とす
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る。 
 
（助成金額） 
第６条 本助成金の交付額は、実施要綱第４ ２（４）に規定する金額とする。 
２ 本助成金の交付額は、都の予算の範囲内において、助成対象経費の合計額の３分の２を乗じて得た
額とする。 

３ 本助成金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 
（交付申請） 
第７条 東京都内において、助成対象事業を行い、助成金の交付を受けようとする助成対象事業者（以
下「交付申請者」という。）は、令和８年３月31日までに、助成金交付申請書（第１号様式）、誓約
書（第２号様式）、その他の別表第２に掲げる書類を公社に提出することにより、交付申請を行わな
ければならない。 

２ 前項の規定による申請は、受理した申請に係る本助成金の交付額の合計が都の予算の範囲を超え
た日（以下「予算超過日」という。）をもって、申請の受理を停止する。 

３ 前項の規定にかかわらず、予算超過日に複数の申請があった場合は、当該複数の申請のうち、予算
残額を超えない申請案件について抽選を行い、受理した申請に係る本助成金の交付額の合計が都の
予算を超えない範囲で受理するものを決定する。 

４ 公社が受付した申請書類に不備がある場合において、交付申請者に公社が修正を求めた日の翌日
から起算して30日以内又は公社が指定する期限のいずれか早い日までに交付申請者が当該不備の修
正を行わないときは、その申請が撤回されたものとみなす。 

 
（交付決定及び通知） 
第８条 公社は、前条の規定による申請があったときは、公社及び都の職員等で構成する審査委員会に
おいて、Airソーラー社会実装推進事業助成対象事業者審査委員会設置要綱に定める審査基準に基づ
く書類審査及び必要に応じて行うヒアリング等により、本助成金の交付決定額の合計が都の予算を
超えない範囲において、本助成金の交付又は不交付を決定するものとする。 

２ 公社は、前項の決定に当たり、本助成金の交付申請額の合計が都の予算を超える場合は、第６条第
２項の規定にかかわらず、当該助成金の交付決定額の合計が都の予算を超えないように減額した上
で、助成金の交付を決定することができる。 

３ 公社は、第１項の決定において、助成金の交付を決定した場合にあっては、助成金交付決定通知書
（第３-１号様式）により、助成金の不交付を決定した場合にあっては、助成金不交付決定通知書（第
３-２号様式）により、交付申請者に通知するものとする。 

 
（交付の条件） 
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第９条 公社は前条第１項の規定による本助成金の交付決定に当たっては、本事業の目的を達成する
ため、同条第３項の規定により本助成金の交付決定の通知を受ける者（以下「助成事業者」という。）
に対し、交付の条件として次に掲げる条件を付すものとする。 
一 この要綱並びに本助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注
意をもって助成事業（助成対象事業に要する経費に関し、前条第３項の規定により本助成金の交付
決定の通知を受けた当該助成対象事業をいう。以下同じ。）により取得し、整備し、又は効用の増
加した財産（以下「取得財産等」という。）を管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 

二 公社が本事業の目的を達成するために現地調査等を行う場合はこれに協力するとともに、公社
が必要な資料及び情報を求めたときは公社の指定する期日までに公社に提供すること。 

三 本助成金に関し、公社が必要と認めるときは、助成対象事業の遂行状況に関し報告を求め、本
助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反していると認めるときは、これらに従っ
て当該助成対象事業を遂行すべきことを命じ、更にこの命令に違反したときは、当該助成対象事
業の遂行の一時停止を命ずることがある。 

四 助成対象事業が令和９年１月８日までに完了しないとき又は助成対象事業の遂行が困難となっ
たときは、速やかに書面により公社に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 助成対象事業の成果が本助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認める
場合には、公社は期限を定めてこれに適合させるための措置を命ずることがある。 

六 本助成金の交付の決定後、公社は、第14条又は第19条第１項の規定により本助成金の交付決定
の全部又は一部を取消すことがある。この場合において、第20条の規定による交付金の返還並び
に第21条の規定による違約加算金及び延滞金の納付を命じられたときは、これに従うこと。 

七 助成事業の実施に当たり、この要綱の他、関係法令等を遵守すること。 
２ 公社は、前条第１項の規定による本助成金の交付決定に当たり、前項に掲げるもののほか、
本事業の目的を達成するためその他公社が必要と認める条件を付すことができるものとする。 

 
（申請の撤回） 
第 10 条 助成事業者は、第８条第 1 項の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に異
議があるときは、同条第 3 項の助成金交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して 14 日以
内に、助成金交付申請撤回届出書（第４号様式）を公社に提出し、交付申請の撤回をすることが
できる。 

 
（事業の承継） 
第 11 条 助成対象事業の実施期間中に、助成事業者の地位の承継が行われた場合において、助成
事業者の地位を承継した者（以下「承継者」という。）が当該助成対象事業を継続して実施しよう
とするときは、承継者は、助成対象事業承継承認申請書（第５号様式）を公社に提出しなければ
ならない。 
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２ 公社は、前項の規定による申請を受けた場合は、承継者が当該助成対象事業を継続して実施す
ることの承認又は不承認を決定し、助成対象事業承継（承認・不承認）通知書（第６号様式）に
より、承継者へ通知する。 

３ 前項において、公社が助成対象事業の承継を承認した場合は、本助成金の交付に伴う全ての条
件及び義務は承継者に移転するものとし、この要綱上「助成事業者」とあるのは「承継者」と読
み替えて、各規定を適用する。 

 
（事業の廃止） 
第12条 助成事業者は、助成対象事業を廃止しようとするときは、速やかに助成対象事業廃止届出

書（第７号様式）を公社に提出しなければならない。 
２ 公社は、前項の届出を受けたときは、必要に応じてその内容を審査し、助成事業者に対し、助言

その他必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 
 
（事業の変更） 
第 13 条 助成事業者は、助成対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ助成対象事
業変更申請書（第 8号様式）を公社に提出しなければならない。ただし、次に掲げる変更の場合
を除く。 
一 事業目的に変更をもたらすものではなく、かつ、助成事業者の自由な創意により、より能率
的な事業目的達成に資するものと公社が認める場合 

二 事業目的及び事業効果に影響を与えない場合 
２ 公社は、前項の規定による申請を受けた場合は、助成対象事業変更の承認又は不承認を決定し、
助成対象事業変更（承認・不承認）通知書（第 9号様式）により、助成事業者へ通知する。ただ
し、助成対象経費の増額は認めないものとする。 

３ 公社は、前項において承認をした場合は、必要に応じ第８条第 1 項の規定による交付決定の内
容を変更し、又は条件を付することができる。 

 
（事情変更による交付決定の取消し等） 
第 14 条 公社は、本助成金の交付の決定をした後、天災地変その他交付決定の後に生じた事情の
変更により助成対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合においては、交付決定
の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更すること
ができる。ただし、助成対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでは
ない。 

 
（事業者情報の変更） 
第 15 条 助成事業者は、名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地等を変更した場合は、速
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やかに事業者情報の変更届出書（第 10 号様式）により公社に届け出なければならない。ただし、
公社が軽微と認める変更についてはこの限りでない。 

 
（債権譲渡の禁止） 
第 16 条 助成事業者は、第８条第１項の規定による交付決定によって生じる権利の全部又は一部
を、第三者に譲渡し、又は承継（第 11 条に規定する承継を除く。）をさせてはならない。ただし、
あらかじめ公社の承認を得た場合はこの限りでない。 

 
（実績報告） 
第 17 条 助成事業者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに助成対象事業実績報告書兼助
成金交付請求書（第 11 号様式）その他の別表第 3 に掲げる書類を添えて、公社に提出しなけれ
ばならない。 

２ 前項の実績報告書について、公社が指定する期限までに提出するものとする。 
３ 公社は、必要に応じて、助成事業者に対し、Air ソーラーの検証状況及びその他の助成対象事
業の成果に関する報告について協力を求めることができる。 

４ 第２項の規定による提出について、天災地変その他助成事業者の責に帰すことができないと公
社が認める場合は、公社が認める期限までに行うものとする。 

 
（助成金額の確定及び交付） 
第 18 条 公社は、第 12条及び前条第１項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内
容に関する書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成対象事業の成
果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成
金の額を確定し、速やかに助成金額確定通知書（第 12 号様式）により当該助成事業者に通知し、
本助成金を支払うものとする。 

２ 前項の規定により確定する本助成金の額は、第８条第３項の交付決定通知書に記載した交付
決定額（第13条第１項の規定により助成事業計画変更の申請をしている場合は、変更された後
の額）と助成金の実績報告額のいずれかとする。 

 
（交付決定の取消し等） 
第 19 条 公社は、第８条第１項の規定による助成金の交付を決定した後、助成事業者が次の各号
のいずれかに該当すると認められる場合には、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
一 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 
二 助成金を他の用途に使用したとき。 
三 助成対象事業を中止し、又は廃止したとき。 
四 予定の期間内に助成対象事業に着手せず、又は完了しないとき。 
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五 暴力団又は暴力団員等に該当するに至ったとき（法人にあっては、代表者、役員又は使用人
その他の従業者又は構成員が暴力団員等に該当するに至ったときを含む。）。 

六 その他助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令又はこの要綱に基
づく処分若しくは指示に違反したとき。 

２ 公社は、前項の規定による取消しを行ったときは、速やかに当該取消しに係る当該助成事業者
に助成金交付決定取消通知書（第 13 号様式）により通知するものとする。 

３ 第１項の規定は、助成金の額を確定し、又は支払を行った後においても適用するものとする。 
４ 公社は、助成事業者が第１項第一号、第二号又は第五号に該当したことにより同項の規定によ
る取消しを行った場合は、当該助成事業者の名称、代表者の氏名及び取消しの理由を公表するこ
とができる。 

 
（不正手続等に対する措置） 
第 19 条の２ 公社は、助成事業者が、偽りその他不正の手段によりこの要綱に規定する手続きを
行い、又はこの要綱その他法令の規定に違反する行為を行った場合には、当該助成事業者に対し、
次の措置を講じることができる。この場合において、助成事業者から業務を受託した者等の関係
者（以下「関係者」という。）が不正手続き等を行ったときは、当該助成事業者が関係者と共に不
正手続き等を行ったものとみなして本条を適用する。 
一 第８条の規定による本助成金の不交付の決定、前条の規定による交付決定の取消し、次条の
規定による本助成金の返還及び第 21 条の規定による違約加算金の納付の請求 

二 公社が都の補助金の交付を受けて行う助成金等交付事業その他実施する事務又は事業につ
いて、一定の期間、対象外とすること。 

三 名称、代表者の氏名及び不正内容を公表すること。 
 
（返還） 
第 20 条 公社は、第 14 条又は第 19 条第１項の規定による取消しを行った場合において、当該取
消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該助成事業者に対し、助成金返
還請求通知書（第 14 号様式）により期限を定めて、助成金の全部又は一部の返還を命ずるもの
とする。 

２ 前項の規定により助成金の返還の請求を受けたときは、公社が指定する期間までに、当該助成
金を公社に返還しなければならない。 

３ 前項の規定により助成金を返還したときは、公社に対し、助成金返還報告書（第 15 号様式）
を提出しなければならない。 

４ 前項の規定は、次条第１項の規定による違約加算金及び次条第２項の規定による延滞金を請求
した場合に準用する。 
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（違約加算金及び延滞金） 
第 21 条 公社が、第 19条第１項の規定による取消しをした場合において、前条第１項の規定によ
る助成金の返還を命じたときは、助成事業者は、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日
までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、
既納額を控除した額）につき、年 10.95 パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む
期間についても、365 日当たりの割合とする。）で計算した違約加算金（100 円未満の場合を除
く。）を納付しなければならない。 

２ 公社が助成事業者に対し、助成金の返還を命じた場合において、助成事業者がこれを納期日ま
でに納付しなかったときは、助成事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その
未納付額につき年 10.95パーセントの割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、
365 日当たりの割合とする。）で計算した延滞金（100 円未満の場合を除く。）を納付しなければ
ならない。 

３ 前二項の規定による違約加算金及び延滞金の請求を受けたときは、公社が指定する期限までに
これを公社に納付しなければならない。 

 
（他の助成金等の一時停止等） 
第 22 条 公社は、助成事業者に対し、第 20 条第１項、第 21 条第１項及び第２項の規定による請
求をしたにもかかわらず、当該助成事業者が当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部
を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付すべき助成金その他の給付金があ
るときは、相当の限度においてその交付を一部停止し、又は当該給付金と未納付額を相殺するも
のとする。 

 
（財産の管理及び処分） 
第 23 条 助成事業者は、取得財産等を、法定耐用年数の期間において、善良なる管理者の注意を
もって管理し、本助成金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図ることとし、処分（本助
成金の交付の目的以外に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、債務
の担保の用に供し、又は廃棄することをいう。以下同じ。）をしようとする場合は、あらかじめ公
社の承認を受けなければならない。 

２ 助成事業者は、法定耐用年数の期間に、取得財産等の所有者を変更しようとする場合は、次の
各号のとおり、あらかじめ公社の承認を受けなければならない。 
なお、この場合において、助成事業者における本助成金の交付に伴う全ての条件、義務等は、

当該変更後の所有者（以下「変更後所有者」という。）に移転するものとし、当該変更後は、当該
条件、義務等に係るこの要綱の規定中「助成事業者」とあるのは、「変更後所有者」と読み替えて、
当該各規定を適用する。 
一 助成事業者は、当該変更後所有者と共同で、速やかに所有者変更承認申請書（第 16 号様式）
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を公社に提出しなければならない。 
二 公社は、前号の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、妥当であると認めたと
きは、当該申請に係る所有者の変更を承認するものとする。 

三 公社は、前号の承認をしたときは、その旨を当該助成事業者に対し、所有者変更承認通知書
（第 17号様式）により通知するものとする。 

３ 取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が１件当たり 50 万円以上のものの処分（前項
の場合を除く。）をしようとする場合は、あらかじめ取得財産等処分承認申請書（第 18 号様式）
により公社の承認を受けなければならない。ただし、法定耐用年数の期間を経過した場合及び天
災地変その他助成事業者の責に帰することができない理由として公社が認めるものがある場合
はこの限りでない。 

４ 公社は、前項の規定により取得財産等の処分を承認しようとする場合には、当該助成事業者に
対し、助成金等交付財産の財産処分承認基準（平成 26 年４月１日 26 都環公総地第６号）第３ 
２に定める方法により算出した額（以下「処分に係る算出金」という。）を財産等の処分に係る納
付額通知書（第 19 号様式）により請求するものとする。 

５ 前項の規定により処分に係る算出金の請求を受けたときは、公社が指定する期限までに、これ
を公社に納付しなければならない。 

 
（事業の経理） 
第 24 条 助成事業者は、助成対象事業の経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備
しなければならない。 

２ 助成事業者は、前項の書類を第 17 条第１項に規定する助成対象事業実績報告書兼助成金交付
請求書を提出した日の属する年度の終了の日から５年間保存しておかなければならない。 

 
（調査等） 
第 25 条 公社は、助成対象事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、助成事
業者に対し、助成対象事業に関する報告を求め、若しくは帳簿書類その他の物件を調査し、又は
助成事業者の従業者その他の関係者に対し、質問をすることができる。 

２ 助成事業者は、前項の規定による報告の徴収及び物件の調査を求められたときは、これに応じ
なければならず、同項の規定による関係者への質問を妨げてはならない。 

 
（指導・助言） 
第 26 条 公社は、助成対象事業の適切な執行のため、助成事業者に対し、必要な指導及び助言を
行うことができる。 

 
（個人情報等の取扱い） 
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第 27 条 公社は、本事業の実施に関して知り得た助成事業者等に係る個人情報及び企業活動上の
情報（以下「個人情報等」という。）については、本事業の目的を達成するために必要な範囲に
おいて都に提供するほか、国及び他の地方公共団体が行う助成金等の交付事業に関わる目的に
のみ使用する。また、公社は、助成事業者等が同意した場合には、企業活動上の情報につい
て、都が実施する手続サクサクプロジェクト（事業者データベースの活用）に利用するため都
に提供することができる。 

２ 公社は、本助成金の交付額の算定その他本事業の目的を達成するために必要な範囲におい
て、助成事業者が国、地方公共団体等から交付される助成金その他の給付金の額に係る情報を
国、地方公共団体等と協議の上、当該国、地方公共団体等から収集することができる。 

３ 前２項及び法令に定められた場合を除き、公社は、本事業の実施に関して知り得た助成事業
者等の個人情報等について、本人の承諾なしに、第三者に提供し、又は第三者から収集しては
ならない。 

 
（電子情報処理組織による申請等） 
第28条 本事業に係る手続については、公社が指定する電子情報処理組織を使用する方法により
行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける公社
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に公社に到達したものとみ
なす。 

 
（その他） 
第 29 条 この要綱に定めるもののほか、本事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項
は、公社が別に定める。 

２ この要綱から明確に判断できない事項や解釈に疑義が生じた場合は、その都度公社が判断
し、都と協議した上で対応方法を決定するものとする。 

３ 本事業に係る都から公社への事務費補助期間の終了後は、この要綱において公社が行うこと
とされている各手続等については、都が行うものとする。 

 
附 則（令和 6年７月 11 日付６都環公地温 1810 号） 

この要綱は、令和 6 年７月 11 日から施行する。 
附 則（令和 6年 9月 24 日付６都環公地温 3381 号） 

この要綱は、令和 6 年 9月 24 日から施行し、同年７月 11 日から適用する。 
附 則（令和７年 3 月 31 日付６都環公地温 6535 号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
附 則（令和７年 5 月 15 日付７都環公地温 1213 号） 
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この要綱は、令和７年 5月 30 日から施行する。 
附 則（令和 7年 11 月 19 日付７都環公地温 4761 号） 

この要綱は、令和７年 11 月 19 日から施行する。 
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別表第１ 人件費単価一覧表 

(1) 「報酬月額（給与等）」欄から、従事者が該当する単価を使用する。 

(2) 「報酬月額（給与等）」は、基本給及び諸手当（賞与を除く。）で算出する。 

(3) 交付金額の算定に用いる人件費単価は、助成対象期間内の一番低い支給金額を基準とする。 
 

単位：円 

報酬月額（給与等） 人件費単価（時給） 

            １３８，０００未満 １，０９０ 

１３８，０００ ～ １４６，０００ １，１６０ 

１４６，０００ ～ １５５，０００ １，２３０ 

１５５，０００ ～ １６５，０００ １，３１０ 

１６５，０００ ～ １７５，０００ １，３９０ 

１７５，０００ ～ １８５，０００ １，４７０ 

１８５，０００ ～ １９５，０００ １，５５０ 

１９５，０００ ～ ２１０，０００ １，６４０ 

２１０，０００ ～ ２３０，０００ １，８００ 

２３０，０００ ～ ２５０，０００ １，９６０ 

２５０，０００ ～ ２７０，０００ ２，１３０ 

２７０，０００ ～ ２９０，０００ ２，２９０ 

２９０，０００ ～ ３１０，０００ ２，４６０ 

３１０，０００ ～ ３３０，０００ ２，６２０ 

３３０，０００ ～ ３５０，０００ ２，７８０ 

３５０，０００ ～ ３７０，０００ ２，９５０ 

３７０，０００ ～ ３９５，０００ ３，１１０ 

３９５，０００ ～ ４２５，０００ ３，３６０ 

４２５，０００ ～ ４５５，０００ ３，６１０ 

４５５，０００ ～ ４８５，０００ ３，８５０ 

４８５，０００ ～ ５１５，０００ ４，１００ 

５１５，０００ ～ ５４５，０００ ４，３４０ 

５４５，０００ ～ ５７５，０００ ４，５９０ 

５７５，０００ ～ ６０５，０００ ４，８４０ 

６０５，０００ 以上 ５，０８０ 
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別表第２ 交付申請に必要な提出書類（第７条関係） 

○：提出必須 △：該当する場合は提出 

No. 提出書類 提出要否 備考 

１ 助成金交付申請書 ○ 第１号様式 

２ 誓約書 ○ 第２号様式 

３ 申請事業企画書 ○ 
【作成のポイント】 

※１下記参照 

４ 登記簿謄本写し(現在事項全部証明書) ○ 
直近３ヶ月以内のもの 
登記情報提供サービスでも可 

５ 見積書 ○ 
助成対象経費項目が分かるよ

うにすること 

６ 財務諸表 〇 
貸借対照表及び損益計算書等 

直近２年分のもの 

７ 
設備・システムの仕様内容が分かるもの
(仕様書等) 

〇 
 

８ 
国等の助成金等において受領した交付
額確定通知書等（写し） 

△ 

・国等の助成金等の交付を受

ける（受けた）場合に提出す

ること。 
・交付申請時点で国等の交付

額確定通知書を受領していな

い場合は、受領次第提出する

こと。 

９ その他公社が求める書類 △ 必要な場合に提出すること 

 
※１申請事業企画書作成のポイント 

申請事業企画書の様式 

・Ａ４版 横 30 ページ以内で作成すること。 

・様式は任意である。 
 

申請事業企画書の内容 

別添「審査基準」及び以下の観点を参考に作成すること。 

・事業の背景や目的、事業モデル、事業スキーム、各構成企業との関係性等、申請する事業の
全体像が確認できること。 

・事業のスケジュール及び工程、実施予定地、導入する設備やシステム等、性能検証の取組詳

細が具体的に確認できること。 
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・見込まれる事業成果が、具体的な内容と根拠を基に示されていること。 

・「達成目標」及び「達成目標の確認方法」について記載すること。 

 

別表第３ 実績報告時に必要な提出書類（第 17 条関係） 
○：提出必須 △：該当する場合は提出 

No. 提出書類 提出要否 備考 

１ 助成対象事業実績報告書兼助成金交付請求書 ○ 第 11 号様式 

２ 助成対象事業の経費に係る経理関係書類 ○  

３ 実証事業の目標達成状況が確認できる書類 ○ 

効果検証の実施状

況、発電効率、分析

結果等 

４ 事業の進行状況が確認できる書類 ○  

５ 助成対象事業の実用化を示す現地写真 ○  

６ その他公社が求める書類 △ 
必要な場合に提出す

ること 


